
○和歌山市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する規則

平成12年3月31日

規則第105号

(趣旨)

第1条　この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、廃棄物の

処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)及び和歌山市廃棄物の減量推進及び適正処

理に関する条例(平成12年条例第57号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(和歌山市廃棄物減量等推進審議会)

第1条の2　条例第5条の2第1項の規定により設置する和歌山市廃棄物減量等推進審議会(以下この条において「審議

会」という。)に会長を置き、条例第5条の3第2項第1号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから委員の互選

によりこれを定める。

2　会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3　会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

4　審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

5　審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

6　審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7　審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

8　前各項に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(資源ごみ)

第1条の3　条例第6条第1項に規定する資源として利用することを目的として分別して収集する物として規則で定め

るものは、次に掲げるものとする。

(1)　古紙

(2)　古繊維

(3)　缶

(4)　金属くず

(5)　空き瓶

(6)　ポリエチレンテレフタレート製の容器

(7)　使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号)第2条第2項に規定する使用済

小型電子機器等(一般廃棄物処理計画で定めるものを除く。)

(一般廃棄物処理計画の告示事項)

第2条　条例第11条第1項の規定により市長が一般廃棄物処理計画に関し告示すべき事項は、次に掲げるものとす

る。

(1)　ごみに関する次の事項

ア　一般廃棄物(し尿を除く。以下この号において同じ。)の発生量及び処理量の見込み

イ　一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

ウ　分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

エ　一般廃棄物の種類別の収集回数及び処理を実施する者

オ　一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

カ　その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項

(2)　し尿に関する次の事項

ア　一般廃棄物(し尿に限る。以下この号において同じ。)の発生量及び処理量の見込み

イ　一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

ウ　分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

エ　一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

オ　一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

カ　その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項

(多量排出事業者に対する指示事項)

第3条　条例第14条に規定する必要な事項は、次のとおりとする。

(1)　事業系一般廃棄物の減量、再資源化等に関する計画書(別記様式第1号)の作成

(2)　事業系一般廃棄物の運搬の方法

(3)　その他市長が必要と認める事項

(縦覧の手続)

第4条　条例第21条に規定する生活環境影響調査書等の縦覧をしようとする者は、生活環境影響調査書等縦覧名簿

(別記様式第2号)に次に掲げる事項を記入し、係員の指示を受けなければならない。

(1)　縦覧年月日

(2)　住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)



(3)　その他市長が必要と認める事項

(縦覧の禁止等)

第5条　市長は、次に掲げる者に対し、縦覧の停止若しくは禁止又は縦覧の場所からの退場を命ずることができ

る。

(1)　生活環境影響調査書等を縦覧の場所から持ち出した者

(2)　生活環境影響調査書等を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがある者

(3)　縦覧に際し、他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある者

(4)　その他係員の指示に従わない者

(告示事項)

第6条　条例第21条第2項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1)　条例第20条に規定する対象施設の名称、設置場所及び種類

(2)　対象施設において処理する一般廃棄物の種類

(3)　対象施設の処理能力(当該対象施設が条例第20条第2号に規定する一般廃棄物の最終処分場である場合にあ

っては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(4)　実施した生活環境影響調査の項目

(5)　縦覧の場所

(6)　縦覧の期間及び時間

(7)　生活環境の保全上の見地からの意見書の提出場所及び提出期限

(意見書の記載事項)

第7条　条例第22条に規定する意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1)　氏名及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2)　対象施設の名称

(3)　生活環境の保全上の見地からの意見

(処理の申出)

第8条　条例第24条の規定による申出は、一般廃棄物処理申込書(別記様式第3号)によらなければならない。ただ

し、市長が特に理由があると認めるときは、口頭その他の方法によることができる。

(処理の委託)

第9条　条例第25条の規定により一般廃棄物の処理を市に委託しようとする者は、一般廃棄物処理委託申込書(別記

様式第4号)を、市長に提出しなければならない。

2　市長は、前項の規定による申込みがあった場合において、適当と認めたときは、これを承諾し、その旨を当該

申込みをした者に通知するものとする。

3　前項の承諾の通知は、納入通知書に必要事項を記入し、当該申込みをした者に交付することにより行うものと

する。

4　廃業、休業等により一般廃棄物処理の委託を辞退しようとする者は、処理委託辞退届出書(別記様式第5号)を市

長に提出しなければならない。

(木くずの搬入手続等)

第9条の2　条例第25条の2第1項の規定により市の廃棄物処理施設へ木くずを搬入しようとする事業者は、木くず搬

入登録申請書(別記様式第5号の2)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1)　木製品の製造業(家具の製造業を含む。)であることを証明する書類

(2)　木くずの搬入に使用する自動車の車検証の写し

2　市長は、前項の規定による申請を承認したときは、その旨を登録するものとする。

3　市長は、前項の登録を行った場合は、速やかにその旨を当該申請をした者に通知し、搬入記録票を交付するも

のとする。

(自動車の変更)

第9条の3　前条第2項の承認を受けた事業者は、同条第1項の木くず搬入登録申請書に搬入に使用する自動車として

記載した自動車の変更をしようとするときは、自動車変更届(別記様式第5号の3)に車検証の写しを添えて市長に

提出しなければならない。

(手数料の減免)

第10条　条例第27条の規定により手数料の減額又は免除を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減額、免除

申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可申請書)

第11条　条例第28条第1項に規定する申請書は、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者にあっては

一般廃棄物収集運搬業許可、許可更新申請書(別記様式第7号)とし、一般廃棄物の処分を業として行おうとする

者にあっては一般廃棄物処分業許可、許可更新申請書(別記様式第8号)とする。

(一般廃棄物処理業の許可基準)

第12条　法第7条第1項に規定する市長の許可の基準は、同条第5項各号に掲げるもののほか、申請者が申請時にお

いて1年以上市内に住所(法人にあっては、登記された事務所又は営業所。以下この号において同じ。)を有する



こととする。

2　前項の規定は、法第7条第6項に規定する市長の許可の基準に準用する。この場合において、前項中「同条第5項

各号」とあるのは、「同条第10項各号」と読み替えるものとする。

(許可証)

第13条　市長は、条例第28条第1項の規定による許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業、処分業許可証(別記様

式第9号。以下この条において「許可証」という。)を当該申請者に交付する。

2　許可証を亡失し、又は損傷した者は、直ちに許可証再交付申請書(別記様式第10号)に、許可証を損傷した場合

にあっては当該許可証を添えて市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

3　許可証を亡失した者であって、前項の規定により許可証の再交付を受けたものは、亡失した許可証を発見した

ときは、直ちに当該許可証を市長に返納しなければならない。

(一般廃棄物処理業の休止の届出)

第14条　一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業

を休止しようとするときは、休止しようとする日前10日までに市長に届け出なければならない。

(許可の更新)

第15条　法第7条第2項又は第7項に規定する許可の更新を受けようとする一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物

処分業者は、当該許可の更新期間の満了日前2月までに一般廃棄物収集運搬業者にあっては一般廃棄物収集運搬

業許可、許可更新申請書を、一般廃棄物処分業者にあっては一般廃棄物処分業許可、許可更新申請書を市長に提

出しなければならない。ただし、天災その他特別の事由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(許可の取消等)

第16条　市長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その

許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1)　条例若しくはこの規則又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたとき。

(2)　偽りその他不正の手段により法第7条第1項又は第6項に規定する許可を受けたことが判明したとき。

(鑑札)

第17条　条例第29条第1項に規定する鑑札の様式は、別記様式第11号によるものとする。

(許可証及び鑑札の返納)

第18条　許可証及び鑑札の交付を受けた者は、それらの有効期間が満了し、又は法第7条の4の規定により許可の取

消しを受けたときは、直ちに当該許可証及び鑑札を市長に返納しなければならない。

2　一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が廃業し、死亡し、合併し、又は解散したときは、次の各号

に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者は、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、許可証及び鑑札を

市長に返納しなければならない。

(1)　廃業した場合　一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者であった者

(2)　死亡した場合　死亡した一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者の相続人

(3)　合併した場合　合併後に相続する法人

(4)　解散した場合　当該法人の清算人

(許可業者及び従事者の遵守事項)

第19条　一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者及びそれらの従事者は、次に掲げる事項を守らなければ

ならない。

(1)　作業に従事するときは、常に鑑札を携帯し、当該職員又は関係人から請求のあったときは、これを提示す

ること。

(2)　許可証又は鑑札を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(添付書類)

第20条　省令に規定する申請書及び届出書には、市長が必要と認める書類及び図面を添付しなければならない。

(処理施設の使用前の検査)

第21条　市長は、法第8条の2第5項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査の結果、当該

一般廃棄物処理施設が法第8条第1項の許可に係る同条第2項の申請書に記載した設置に関する計画に適合してい

ることを確認したときは、一般廃棄物、産業廃棄物処理施設使用前検査済証(別記様式第12号)を当該施設の同条

第1項の許可を受けた者に交付する。

2　前項の規定は、産業廃棄物処理施設に準用する。この場合において、同項中「法第8条の2第5項(法第9条第2

項」とあるのは「法第15条の2第5項(法第15条の2の6第2項」と、「法第8条第1項」とあるのは「法第15条第1

項」と読み替えるものとする。

(産業廃棄物処理施設に係る特例届出書等)

第21条の2　法第15条の2の5の規定による届出は、産業廃棄物処理施設に係る特例届出書(別記様式第12号の2)によ

るものとする。

2　省令第12条の7の17第4項に規定する受理書の様式は、別記様式第12号の3によるものとする。

3　省令第12条の7の17第5項の規定による届出は、産業廃棄物処理施設に係る変更、廃止届出書(別記様式第12号の

4)によるものとする。



(再生利用業の指定の申請)

第22条　省令第2条第2号、第2条の3第2号、第9条第2号又は第10条の3第2号の指定を受けようとする者は、その受

けようとする指定の種類ごとに一般廃棄物、産業廃棄物再生輸送、再生活用指定申請書(別記様式第13号)に次に

掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1)　事業所及び事業場の存する位置を示した地図並びに当該事業所及び事業場を中心とした半径500メートルの

見取図

(2)　業務を行う役員、使用人及び従業員の名簿

(3)　取引関係を明らかにする書類

(4)　運搬車両、運搬船及び運搬容器の写真

(5)　運搬車両及び運搬船の検査証の写し

(6)　事業の用に供する施設(運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を除く。)の構造を明らかにする平面

図、立面図及び断面図

(7)　前号に規定する施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合にあっては、使用する権原を有するこ

と)を証する書類

(8)　住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

(9)　省令第2条第2号又は第2条の3第2号の指定を受けようとする者にあっては法第7条第5項第4号、省令第9条第

2号又は第10条の3第2号の指定を受けようとする者にあっては法第14条第5項第2号に適合していることを記載

した書類

(10)　市税の滞納がないことを明らかにすることができる市長の証明書

(11)　省令第2条の3第2号に規定する処分(以下「一般廃棄物再生活用」という。)又は省令第10条の3第2号に規

定する処分(以下「産業廃棄物再生活用」という。)を業として行う者に係る指定を受けようとする者にあって

は、利用後の廃棄物の処分方法を記載した書類

2　市長は、前項の規定により省令第2条第2号に規定する収集又は運搬(以下「一般廃棄物再生輸送」という。)を

業として行う者に係る指定の申請があった場合において、当該申請が次の各号のいずれにも適合していると認め

るときでなければ、同項の指定をしないものとする。

(1)　市内に住所(法人にあっては、事業場)を有すること。

(2)　申請に係る一般廃棄物再生輸送は、省令第2条第2号に規定する一般廃棄物の全てを政令第3条第1号イから

ニまで、ヘ、チ、リ及びルの規定の例により一般廃棄物再生活用を行う施設に搬入するものであること。

(3)　申請に係る一般廃棄物再生輸送は、一般廃棄物再生活用を業として行う者から委託を受けて行う収集又は

運搬であること。

(4)　申請に係る一般廃棄物再生輸送の用に供する施設が省令第2条の2第1号に定める基準に適合していること。

(5)　指定を受けようとする者の能力が省令第2条の2第2号に定める基準に適合していること。

(6)　第3号の委託をする者から一般廃棄物再生輸送に要する費用の額として市長が適正と認める範囲内の額以外

の金銭を受領しないこと。

(7)　指定を受けようとする者が法第7条第5項第4号に適合していること。

(8)　本市の市税について滞納していないこと。

3　市長は、第1項の規定により一般廃棄物再生活用を業として行う者に係る申請があった場合において、当該申請

が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしないものとする。

(1)　市内に住所(法人にあっては、事業場)を有すること。

(2)　一般廃棄物再生活用に当たり、取り扱う省令第2条の3第2号に規定する一般廃棄物の全てを政令第3条第2号

ハの規定の例により保管すること。

(3)　一般廃棄物再生活用に伴い生ずる廃棄物を適正に処理することができること。

(4)　申請に係る一般廃棄物再生活用の用に供する施設が省令第2条の4第1号イ(2)及び(3)に定める基準に適合し

ていること。

(5)　指定を受けようとする者の能力が省令第2条の4第1号ロに定める基準に適合していること。

(6)　指定を受けようとする者が法第7条第5項第4号に適合していること。

(7)　本市の市税について滞納していないこと。

4　市長は、第1項の規定により省令第9条第2号に規定する収集又は運搬(以下「産業廃棄物再生輸送」という。)を

業として行う者に係る指定の申請があった場合において、当該申請が次の各号のいずれにも適合していると認め

るときでなければ、同項の指定をしないものとする。

(1)　申請に係る産業廃棄物再生輸送は、省令第9条第2号に規定する産業廃棄物の全てを政令第6条第1項第1号ハ

及びホの規定の例により産業廃棄物再生活用を行う施設に搬入するものであること。

(2)　申請に係る産業廃棄物再生輸送は、産業廃棄物再生活用を業として行う者から委託を受けて行う収集又は

運搬であること。

(3)　申請に係る産業廃棄物再生輸送の用に供する施設が省令第10条第1号に定める基準に適合していること。

(4)　指定を受けようとする者の能力が省令第10条第2号に定める基準に適合していること。



(5)　第2号の委託をする者から産業廃棄物再生輸送に要する費用の額として市長が適正と認める範囲内の額以外

の金銭を受領しないこと。

(6)　指定を受けようとする者が法第14条第5項第2号に適合していること。

(7)　本市の市税について滞納していないこと。

5　市長は、第1項の規定により産業廃棄物再生活用を業として行う者に係る申請があった場合において、当該申請

が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしないものとする。

(1)　産業廃棄物再生活用に当たり、取り扱う省令第10条の3第2号に規定する産業廃棄物の全てを政令第6条第1

項第2号ロの規定の例により保管すること。

(2)　産業廃棄物再生活用に伴い生ずる廃棄物を適正に処理することができること。

(3)　申請に係る産業廃棄物再生活用の用に供する施設が省令第10条の5第1号イに定める基準に適合しているこ

と。

(4)　指定を受けようとする者の能力が省令第10条の5第1号ロに定める基準に適合していること。

(5)　指定を受けようとする者が法第14条第5項第2号に適合していること。

(6)　本市の市税について滞納していないこと。

(指定証等の交付等)

第23条　市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、同項の指定をするときは、指定証(別記様式

第14号)を当該申請をした者に交付するものとする。

2　市長は、指定証の交付をする際、当該交付を受ける者から誓約書(別記様式第15号)を徴するものとする。

3　市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、同項の指定をしないときは、一般廃棄物、産業廃

棄物再生輸送、再生活用不指定通知書(別記様式第16号)により当該申請をした者に通知するものとする。

4　市長は、前条第1項の指定に生活環境の保全上必要な条件を付すことができる。

(変更等の届出)

第24条　指定証の交付を受けた者(以下「指定業者」という。)は、次に掲げる事項を変更し、又は当該指定に係る

業の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止したときは、当該変更又は休止若しくは廃止のあった日から10日

以内に、一般廃棄物、産業廃棄物再生輸送、再生活用指定変更、休止、廃止届出書(別記様式第17号。次項にお

いて「届出書」という。)に指定証を添えて市長に提出しなければならない。

(1)　氏名及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2)　主たる事務所以外の事務所並びに事業場の名称及び所在地

(3)　事業の用に供する主要な施設の種類、数量、処理能力又は設置場所

(4)　再生活用の目的

2　市長は、必要があると認めるときは、前項の届出書に必要と認める書類及び図面を添付させることができる。

(指定の更新)

第25条　第22条第1項の指定は、2年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2　前項の更新の申請は、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日の30日前まで

に行わなければならない。

3　前項の申請があった場合において、指定の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないとき

は、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4　前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日

の翌日から起算するものとする。

5　第22条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。

(指定証の再交付)

第26条　指定業者は、指定証を紛失し、焼失し、又は著しく損傷した場合は、一般廃棄物、産業廃棄物再生輸送、

再生活用指定証再交付申請書(別記様式第18号)を市長に提出して、指定証の再交付を求めることができる。

2　前項の規定により指定証の再交付を受けようとする者は、現に交付を受けている指定証を紛失し、又は焼失し

た場合を除き、当該指定証を返納の上、再交付を求めなければならない。

(指定の取消し等)

第27条　市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定業者に係る第22条第1項の

指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

(1)　一般廃棄物再生輸送に係る指定を受けた者が第22条第2項各号のいずれかに適合しないこととなったとき。

(2)　一般廃棄物再生活用に係る指定を受けた者が第22条第3項各号のいずれかに適合しないこととなったとき。

(3)　産業廃棄物再生輸送に係る指定を受けた者が第22条第4項各号のいずれかに適合しないこととなったとき。

(4)　産業廃棄物再生活用に係る指定を受けた者が第22条第5項各号のいずれかに適合しないこととなったとき。

(指定証の返納)

第28条　指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに指定証を市長に返納しなければならない。

(1)　第25条第1項の規定により指定がその効力を失ったとき。

(2)　前条の規定により指定を取り消されたとき。

(3)　指定に係る業を廃止したとき。



(4)　指定証の再交付を受けた場合において、紛失した指定証を発見したとき。

(帳簿の記載及び保存)

第29条　一般廃棄物再生輸送又は産業廃棄物再生輸送(以下この項において「再生輸送」という。)に係る指定業者

は、省令第2条第2号に規定する一般廃棄物又は省令第9条第2号に規定する産業廃棄物の種類ごとに、次に掲げる

事項を記載した帳簿を備えなければならない。

(1)　再生輸送の年月日

(2)　再生輸送を委託した者ごとの省令第2条第2号に規定する一般廃棄物又は省令第9条第2号に規定する産業廃

棄物の量

(3)　再生輸送の方法

(4)　運搬先ごとの省令第2条第2号に規定する一般廃棄物又は省令第9条第2号に規定する産業廃棄物の量

2　一般廃棄物再生活用及び産業廃棄物再生活用(以下この項において「再生活用」という。)に係る指定業者は、

省令第2条の3第2号に規定する一般廃棄物又は省令第10条の3第2号に規定する産業廃棄物の種類ごとに、次に掲

げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

(1)　受入れ又は再生活用を行った年月日

(2)　受け入れた場合にあっては、受け入れた省令第2条の3第2号に規定する一般廃棄物又は省令第10条の3第2号

に規定する産業廃棄物の量

(3)　再生活用を行った場合にあっては、再生活用を行った省令第2条の3第2号に規定する一般廃棄物又は省令第

10条の3第2項に規定する産業廃棄物の量

(4)　再生活用の方法

(5)　再生活用に伴い生じた廃棄物の持出先ごとの当該廃棄物の量

3　省令第2条の5第2項及び第3項の規定は、前2項の帳簿について準用する。

(報告)

第30条　市長は、必要があると認めるときは、指定業者に対し、帳簿その他必要と認める書類の提出を求めること

ができる。

(和歌山市ごみ減量推進員)

第31条　市長は、一般廃棄物の減量及び適正な処理、資源ごみの再利用並びに地域の清潔の保持の推進を図るた

め、法第5条の8第1項の規定により廃棄物減量等推進員を委嘱する。

2　前項の廃棄物減量等推進員の名称は、和歌山市ごみ減量推進員とする。

3　法第5条の8第2項に規定する活動は、第1項に規定する目的を達成するために市長が必要と認める活動とする。

4　和歌山市ごみ減量推進員の委嘱、活動その他に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附　則

1　この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2　和歌山市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年規則第37号。次項において「旧規則」という。)は、廃

止する。

3　この規則の施行の前に旧規則の規定に基づき行った処分、手続その他の行為は、この規則中にこれに相当する

規定があるときは、この規則の規定に基づき行った処分、手続その他の行為とみなす。

附　則(平成14年12月27日)

この規則は、平成15年1月14日から施行する。

附　則(平成16年3月25日)

この規則は、公布の日から施行する。

附　則(平成17年3月1日)

1　この規則は、平成17年3月7日から施行する。

2　この規則による改正前に調製された残存する用紙については、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続き

これを使用することができる。

附　則(平成17年6月1日)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附　則(平成22年3月23日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附　則(平成24年7月6日)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附　則(平成25年3月26日)

1　この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2　この規則の施行前にこの規則による改正前の和歌山市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する規則(以下「旧規

則」という。)第22条第1項の規定によりされた指定の申請は、この規則の施行の日にこの規則による改正後の和

歌山市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する規則(以下「新規則」という。)第22条第1項の規定によりされた

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第9条第2号又は

第10条の3第2号の指定の申請とみなす。



3　この規則の施行の際現に旧規則第22条第1項に規定する市長の指定を受けている者は、当該市長の指定の有効期

間中に限り、新規則第22条第1項に規定する省令第9条第2号又は第10条の3第2号の指定を受けた者とみなす。

4　この規則の施行前に旧規則第22条第2項の規定により交付された再生利用個別指定証は、新規則第23条第1項の

規定により交付された省令第9条第2号又は第10条の3第2号の指定に係る指定証とみなす。

5　この規則の施行の際現に市長から省令第2条第2号又は第2条の3第2号の市町村長の指定を受けている者は、当該

市町村長の指定の有効期間中に限り、新規則第22条第1項に規定する省令第2条第2号又は第2条の3第2号の指定を

受けた者とみなす。

附　則(平成25年9月30日)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。ただし、本則に1条を加える改正規定は、同年11月1日から施行す

る。

附　則(平成26年3月24日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附　則(平成27年8月3日)抄

1　この規則は、公布の日から施行する。

3　この規則の施行の際現に第2条による改正前の和歌山市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する規則第17条の規

定により交付を受けている鑑札は、当該鑑札の有効期間中に限り、第2条による改正後の和歌山市廃棄物の減量

推進及び適正処理に関する規則第17条の規定により交付された鑑札とみなす。

附　則(平成28年3月15日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附　則(平成28年3月31日)抄

(施行期日)

1　この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附　則(平成28年7月1日)

この規則は、公布の日から施行する。
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